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野中土地区画整理事業地の概要 
保留地を公売する「野中土地区画整理事業区域（野

中地区）」は、都心から約 50 ㎞圏内の加須市東南部

に位置し、JR 宇都宮線と東武日光線が連絡する栗橋

駅から約 1.5 ㎞の距離にあります。 

野中地区内南側にカインズモール、中央部にはカ

スミショッピングモールが出店しており、周辺には

市立童謡のふる里おおとね図書館（ノイエ）があり

ます。 
 
 
 
 
 

保留地の概要 

番号 街区 画地 
地積 単価（円） 売買価格

（円） 

用途地域 

㎡ 坪（参考） ㎡ 坪（参考） （建蔽率・容積率） 

① 36 4 280 84.70 35,600 117,686 9,968,000 
第一種低層住居専用地域 

（50％・100%） 

② 71 19 242 73.21 36,000 119,008 8,712,000 
第一種低層住居専用地域 

（50％・100%） 

 
 
【注意】 

①売買価格（円）は、地積（㎡）に「㎡」単価を乗じた金額です。 
②地積の「坪」は、「㎡」に 0.3025 を乗じて得た数の小数点第 3 位を四捨五入して得た数値を参考としています。 
③「坪」単価は、「㎡」単価を 0.3025 で除して得た数の小数点以下を四捨五入して得た数値を参考としています。 
 

保留地とは、土地区画整理事業により新たに生み出された土地で、土地登記簿はありませ
ん。事業が終了（換地処分）となることで土地登記簿が整備されます。 

 
 
 
 
 
 
 

野中土地区画整理事業

区域面積約 63.5ha 

売却済 
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保留地公売の手続き等 

次のとおり、買受申込の申請を受け付けます。 

申込資格 

法令及び地区計画等に適合した自己所有 

の建築物を建築する個人又は法人 

ただし、次に該当する方を除きます。 

①成年被後見人又は被保佐人 

②破産者で復権を得ない方 

又はその他契約行為ができない方 

③未成年の方 

 
 

保留地の申し込み 

購入を希望される方は、「保留地買受申請書」 

に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出 

してください。 

なお、売却する保留地は、現況での契約・引 

渡です。 

現地をよくご確認のうえ、申込書を提出して 

ください。 

●受付時間 

平 日｜午前  8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

※土・日・祝日を除く 

●受付場所 

加須市大利根総合支所農政建設課 
（加須市大利根総合支所 2 階） 

住  所｜埼玉県加須市北下新井 1679-1 

電話番号｜0480-72-2115（直通） 

  

●必要書類 

【個人】 

①保留地買受申請書 

②世帯全員の住民票（続柄が記載されたもの） 

【法人】 

①保留地買受申請書 

②履歴事項全部証明書（法務局が発行した原本） 

公売の流れ 

通知日から 

10 日以内 

契約締結日までに 

契約代金の 10％ 

契約締結日から 

60 日以内 

保留地買受申請書の提出 

売却決定の通知 

契約保証金の納付 

契約の締結 

契約残金の納付 

保留地の引き渡し 

●必要書類 

【個人】 

①保留地買受申請書 

②世帯全員の住民票（続柄が記載されたもの） 

【法人】 

①保留地買受申請書 

②履歴事項全部証明書（法務局が発行した原本） 
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契約の締結 

購入者は、売却決定通知日から 10 日

以内に契約保証金として契約代金の 10％

を納付していただきます。その後に保留

地売買契約の締結となります。 

なお、契約保証金は、契約の解除があ

っても返却はいたしません。 

契約締結期限｜契約保証金納付確認後 

契約締結場所｜加須市大利根総合支所農政建設課 

       （加須市大利根総合支所 2 階） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約金の納付 

契約締結の日から 60 日以内に契約代

金から契約保証金を除いた金額を納入通

知書により納付してください。 

納入期限までに契約代金（残金）が納

付されない場合は、契約を解除します。 

その場合は、事前に入金された契約保証

金は返金いたしませんので、ご注意くだ

さい。 

 
 
 

保留地の引き渡し 

契約代金の完納が確認できたら、加須

市大利根総合支所農政建設課から保留地

引き渡しに関する通知をいたします。 

この通知をもって、保留地を現状で引

き渡したものとします。 

 
 
 
 
  

●契約締結時に必要な書類 

①契約保証金振込受付書（領収書） 

②収入印紙 5,000 円 

※ただし、契約金額等によって変動します。 

③印鑑登録証明書（共有の場合は、共有者全員分） 

④実印（共有の場合は、共有者全員分） 

●必要に応じて必要な書類 

①委任状（代理人が契約手続きを行う場合） 

②共有持分明示申出書（共有名義とする場合） 

③戸籍謄本（当選人との関係を証明） 

 

各証明書は３か月以内に発行されたもの

に限ります。 

提出書類等は返却いたしませんので、ご

了承ください。 

保留地売買契約締結後の名義人の変更は

認めませんので、ご注意ください。 
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保留地位置図  
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留意事項 

土地の権利等 

① 土地所有権移転登記 

保留地購入者への所有権移転登記は、換

地処分に伴う保留地の登記が完了した後

に、「宅地」として市が所轄法務局に嘱託

して登記します。登記に伴う諸費用は、保

留地購入者でご負担いただきます。 

②権利の移転 

保留地購入者は、原則として保留地に係

る権利を譲渡することはできません。 

③保留地の使用等 

保留地引渡後、住宅等の建築に際しては、

公売時の造成高（地盤高）で行うものとし、

原則、盛土はご遠慮ください。やむを得ず

行う場合は、周辺の住環境を考慮して行っ

てください。 

④建築の許可 

換地処分がされるまでは、建築行為をす

る場合、土地区画整理法第 76 条の許可及

び地区計画の届出が必要となります。必ず

市に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上水道・下水道について 

①上水道 

上水道の本管から宅地（保留地）への取

り出しは、保留地購入者の負担で行ってく

ださい。 

給水申込の際は、上水道加入金が必要と

なります。 

【問合せ先】 

加須市水道課 

電話｜0480-65-5222 

②下水道 

下水道は整備されておりません。汚水処

理は合併浄化槽にて処理してください。 

合併浄化槽からの放流については、道路

占用許可が必要です。 

【問合せ先】 

加須市大利根総合支所農政建設課 

電話｜0480-72-2115（直通） 
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保留地取得に係る税金 

土地を取得すると、不動産取得税や固定

資産税等が課税されます。税額等について

は、法律の改正等により変更する場合があ

りますので、それぞれの関係機関にお問い

合わせください。 

①固定資産税・都市計画税｜市税 

毎年 1 月 1 日現在の土地所有者に課税

され、市に納めていただく税金です。 

【問合せ先】 

加須市税務課 

電話｜0480-62-1111 

大利根総合支所市民福祉健康課市民税務担当 

電話｜0480-72-1315 

②不動産取得税｜県税 

土地や家屋を所有した方が、県に一度だ

け納める税金です。 

【問合せ先】 

行田県税事務所 

電話｜048-556-5086 

③登録免許税｜国税 

区画整理事業の終了により換地処分を

行うと、市が嘱託により所有権移転登記を

行います。その登記に要する登録免許税が

軽減されます。 

【問合せ先】 

行田税務署 

電話｜048-556-2121 

 

④その他 

収入がない方の名義で保留地を購入さ

れると、贈与税が課税されることがありま

す。 

 

融資制度について 
公売保留地については、保留地ローンの

融資制度をご利用になれます。 

保留地ローン制度とは・・・ 

土地区画整理事業施行中の保留地につ

いては、登記をすることができず、担保物

件とならないことから、金融機関保留地購

入者に対して融資を行うことができませ

ん。 

そこで、施行者である市と「保留地ロー

ン保証制度に関する覚書」を締結している

金融機関であれば、保留地購入資金として

住宅ローンによる融資を受けることがで

きる制度です。詳細は、各金融機関にお問

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協定済み金融機関※平成 30 年 11 月 1 日現在 

●ほくさい農業協同組合（埼玉県農業信用基金協会） 

●武蔵野銀行（ぶぎん保証株式会社） 

●埼玉りそな銀行（りそな保証株式会社） 

●独立行政法人住宅金融支援機構 



8 
 

その他 

①保留地の現況、購入後における様々な留

意事項をよく理解したうえでお申し込み

ください。 

②当地区は、埼玉県の東部に広がる中川低

地に位置し、主な地盤構成は比較的緩い砂

質土層が分布しており、軟弱な粘性土層と

なっております。事業以前は主に水田や畑

として土地利用されていました。 

今回公売する保留地の宅地造成工事に

おいては、道路計画高に合わせて切土によ

る造成、又は地区内の発生土を使用し、道

路の高さより約10㎝程度盛土する造成を

行っています。 

保留地は現況での引き渡しとなり、宅地

目的の造成工事となることから砂利が混

在している場合がありますのでご理解く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

③加須市ハザードマップ（大利根地域）で

は、最も影響が大きい茨城県南部地震等を

想定地震として作成しています。 

2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方

太平洋沖地震では、地区内において液状化

現象は見られませんでした。しかし、地震

の大きさや揺れ方などにより、予測は困難

であるため、住宅建築にあたっては基礎等

を検討していただくようお勧めします。 
（参考資料） 

●加須市ホームページ 地震ハザードマップ 

●埼玉県ホームページ 地震被害想定調査結果 

●野中地区内の地質調査柱状図（地盤図） 

※加須市大利根総合支所農政建設課でご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

加須市大利根総合支所農政建設課 

〒349-1193 

埼玉県加須市北下新井 1679-1 

（加須市大利根総合支所 2 階） 

電話｜0480-72-2115（直通） 

FAX｜0480-78-1101 


